
令和８年３月９日  

 

保護者 様 

 

  さいたま市立美園小学校  

校  長  河野 秀樹  

 

令和 8年度 教育課程（日課表）の変更について 

 

春暖の候、保護者の皆様にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。また、日頃より本校の教育活

動の推進に際しましては、多大なる御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、本校では令和８年度より、児童の心身の負担軽減、ならびに教育活動の質の向上のため、下記の

とおり木曜日の日課を変更することといたしました。 

これまで実施してまいりました月曜日の短縮日課については従来とおり継続し、新たに木曜日を短縮日課

といたします。御理解と御協力をお願いいたします。 

        

 

記 

 

 

１ 変更の時期 

令和８年４月８日より 

 

２ 曜日ごとの授業形態（令和８年度より） 

月曜日（従来通り） 

  全学年    短縮５時間授業（完全下校 １４：００） 

木曜日（新規変更点） 

 第１学年   短縮５時間授業（完全下校 １４：００） 

 第２〜６学年 短縮６時間授業（完全下校 １４：５０） 

 ※火・水・金曜日については、これまでどおり通常日課となります。 

 

 

 

 

 

   

 

 

＜問い合わせ先＞ 

さいたま市立美園小学校 

電話 ８１２－６６１１ 


